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「在宅福祉委員養成への取り組み」
近年課題となっている、在宅福祉委員の高齢化に伴う担い手不足により、現在市内で活動していただ
いている在宅福祉委員会数は「 114委員会」と年々減少傾向にあります。そこで第３号では、次世代
の新たな担い手養成について、実際に出前講座を行った委員会についての紹介や、社会福祉協議会で
行っている在宅福祉委員に対する養成についての取り組みをご紹介いたします。

特 集

高松町親交会在宅福祉委員会

◎社会福祉協議会での取り組み ◎

年に１回、委員の資質向上と今後の委員会活動の
参考としていただく機会として研修会を実施して
います。
今年度は「函館稜北病院 医師 舛森 悠様」に人と
地域がつながることの大切さと、つながりから地
域社会の活性化に結び付いた体験談についてご講
演いただきました。次年度も開催予定です。委員
の皆様のご参加お待ちしています。

在宅福祉委員会が希望するテーマに合わせて、社
会福祉協議会職員が事業説明を行います。
ここ数年で、事業についての出前講座を希望する
在宅福祉委員会が多く、各会館等へ足を運んでお
ります。
基本である「在宅福祉委員会の活動」についてや
「各種サービス」等の説明について柔軟に対応い
たしますので、お気軽にお問い合わせください。

【 在宅福祉委員研修会】 【 委員向け研修会出前講座】

【 委員数 24 名 対象世帯数 68 世帯】

今回は、将来の担い手となる次世代の委員さん
をはじめ、長年活動を続ける委員さんへ改めて在
宅福祉委員会としての組織やサービスについて説
明をしていただきたいとのご要望があり、委員研
修の場で説明をさせていただきました。
説明後は、 日頃活動する中の疑問点や思いを聞

く ことができ、有意義な時間となりました。

～令和７年度出前講座実績～
在宅福祉委員会 ４件 民生児童委員協議会 １件



【 編集後記】
令和７年度つなが～れ便第３号を最後までお読みいただきありがとうございました！
今年度のつなが～れ便も早いもので最終号となりました。今後の活動の参考にしていただければ幸いです。
来年度のつなが～れ便もお楽しみに！（担当：辻村）
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函館市社会福祉協議会では、障がい者や高齢者な
どのハンディキャップを持つ人々が、健常者と共
に地域社会の中で生きることが正常であるという
ノーマライゼーションの理念を理解するとともに、
体験学習などを通して、社会福祉についての関心
や理念を深めることを目的としてノーマリー教室
を実施する団体を募集しております。

【 メニュー 】
〇手話 〇点字 〇盲導犬 〇ガイドヘルプ
〇車いす 〇介護ロボット体験

在宅福祉委員研修等で実施してみませんか？

詳細やお問い合わせにつきましては、函館市社会
福祉協議会 23 -2226 までお問い合わせくださ
い。
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ノーマリー教室を
実施しませんか？

貸出備品情報が
HP で閲覧
できます！

事務担当者打ち合わせ会が
始まります

毎年実施しています「事務担当者打ち合わせ会」が ３月１０日（火） から始まります

多くの委員会にご活用いただいている貸出備品で
すが、より利用しやすくなりました。

① 仮予約状況がホームページで閲覧可能！

② 貸出物品を閲覧できるほか、「冊子」や
「貸出申請書」をダウンロードできます！

たくさんのご利用をお待ちしております！

函館市社会福祉協議会HPから
「福祉サービスを利用したい」
「図書・ DVD ・レクリエーション用具
等の貸出サービス」で閲覧できる他、
左記QR コードからご覧いただけます。

※ 申請方法については、現行の通りになりま
す。仮予約の申請はお電話、申請書の提出
は直接事務局までご提出ください。

社会福祉協議会
ホームページ

※社協への提出書類※

① 令和８年度事業申請
【 締切：３月１９日（木）必着 】

② 令和７年度実績報告
【 締切：４月１０日（金）必着 】

③ ふれあい（訪問）活動報告書
（令和７年４月～令和８年３月までの未提出分）

【 締切：４月３０日（木） 】

・書類についての記入方法や次年度申請・決算によ
るご相談がございましたら、 ３月６日（金）まで
個別対応ができます。また事前にご連絡いただけ
ると待ち時間が無く対応できます。

・打ち合わせ会期間中は、個別対応ができない場合
がございますので予めご了承ください。

◎書類提出に係る注意点◎
【 ご提出前にご確認ください 】

〇事業申請
・昨年度実績を反映できているか
（実施回数・世帯人数）

・年度内で実施できる事業内容であるか

〇実績報告
・申請回数通りに実施できているか
※未実施の場合は事業費をご返還いただきま
す

・決算書は繰越金・返還金を枠内に記載して
いないか

※上記がある場合は、欄外にご記入下さい

〇ふれあい活動報告書
・全申請世帯を訪問した報告書を提出してい
るか
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